
平
成
二
十
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六
月
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日
受
領
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四

四

一

号

内
閣
衆
質
一
七
一
第
四
四
一
号

平
成
二
十
一
年
六
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
臓
器
移
植
医
療
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
臓
器
移
植
医
療
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

脳
死
下
で
の
臓
器
提
供
事
例
に
つ
い
て
は
、
脳
死
下
で
の
臓
器
提
供
事
例
に
係
る
検
証
会
議
に
お
い
て
、
臓
器
提
供
に
至

る
手
続
を
検
証
し
、
そ
の
検
証
結
果
に
つ
い
て
、
臓
器
提
供
者
の
家
族
の
同
意
が
得
ら
れ
た
場
合
に
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
お
尋
ね
の
人
数
及
び
割
合
に
つ
い
て
も
、
当
該
公
表
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
お
答
え
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
百
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
末

ま
で
の
間
に
、
検
証
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い
る
三
十
四
件
の
う
ち
、
検
証
結
果
報
告
書
の
記
載
か
ら
、
交
通
事
故
に
よ
り
受

傷
し
た
者
で
あ
る
と
判
別
で
き
る
も
の
は
四
件
で
あ
る
が
、
そ
の
者
が
自
損
者
で
あ
る
か
等
に
つ
い
て
は
判
別
で
き
な
い
。

ま
た
、
検
証
結
果
報
告
書
の
記
載
か
ら
、
そ
の
他
の
犯
罪
被
害
に
よ
り
受
傷
し
た
者
で
あ
る
と
判
別
で
き
る
も
の
は
な
い
。

ま
た
、
心
停
止
下
で
の
臓
器
提
供
事
例
に
つ
い
て
は
、
お
尋
ね
の
人
数
及
び
割
合
は
把
握
し
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
心
停
止
下
で
の
臓
器
提
供
事
例
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
内
容
を
把
握
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
な

い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
心
停
止
に
至
り
死
亡
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
刑
事
訴

一



訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
の
検
視
そ
の
他
の
犯
罪
捜
査
に
関
す
る
手
続
（
以

下
「
犯
罪
捜
査
手
続
」
と
い
う
。
）
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

法
の
施
行
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
末
ま
で
の
間
に
、
法
に
基
づ
き
脳
死
判
定
が
行
わ
れ
た
事
例
の
う
ち
、
犯
罪
捜
査
手

続
が
行
わ
れ
た
も
の
は
三
十
件
あ
り
、
う
ち
検
視
が
行
わ
れ
た
も
の
は
二
十
二
件
で
あ
る
。
検
視
に
要
し
た
時
間
に
つ
い
て

は
、
平
均
約
二
十
七
分
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
手
順
に
よ
り
検
視
が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な

い
。
検
視
の
結
果
、
犯
罪
死
又
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
も
の
と
し
て
司
法
解
剖
が
行
わ
れ
た
事
例
は
な
い
。

ま
た
、
検
視
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
八
件
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
死
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
実
況
見
分
が
行

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

変
死
者
又
は
変
死
者
の
疑
い
の
あ
る
と
き
は
、
適
切
に
検
視
が
行
わ
れ
、
死
体
及
び
現
場
の
状
況
、
関
係
者
の
供
述
並
び

に
立
会
い
を
求
め
た
医
師
の
意
見
等
か
ら
そ
の
死
亡
が
犯
罪
に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
又
は
そ
の
死
亡
が
犯
罪
に
よ
る

も
の
で
あ
る
疑
い
が
あ
り
、
死
因
等
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
司
法
解
剖
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ

二



ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
臓
器
提
供
施
設
に
お
い
て
は
、
犯
罪
捜
査
に
関
す
る
活
動
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
な
く
臓
器
の
移
植
の
円
滑
な
実

施
を
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
法
第
七
条
や
、
「
「
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
」
の
運
用
に
関
す
る
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
）
の
制
定
に
つ
い
て
」
（
平
成
九
年
十
月
八
日
付
け
健
医
発
第
一
三
二
九
号
厚
生
省
保
健
医
療
局
長
通
知
）
等
に
基
づ
き
、

確
実
に
診
断
さ
れ
た
内
因
性
疾
患
に
よ
り
脳
死
状
態
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
脳
死
判
定
を
実

施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
所
轄
警
察
署
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
、
脳
死
し
た
者
の
身
体
に
つ
い
て
犯
罪
捜
査

手
続
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
対
す
る
必
要
な
協
力
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
犯
罪
捜
査
手
続
が
適
正
に
実

施
さ
れ
た
後
、
臓
器
の
摘
出
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

各
臓
器
提
供
施
設
に
お
け
る
個
別
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
状
況
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

三


